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Ⅰ 提 出 予 定 案 件

１ そ の 他 の 議 案 等

( 1 ) 徳 島 県 男 女 共 同 参 画 基 本 計 画 （ 第 ３ 次 ） の 策 定 に つ い て （ 男 女 参 画 ・ 人 権 課 ）

ア 提 案 理 由
徳 島 県 男 女 共 同 参 画 基 本 計 画 （ 第 ３ 次 ） を 策 定 す る こ と に つ い て ， 徳 島 県 行 政 に 係 る 基 本 計

画 の 策 定 等 を 議 会 の 議 決 す べ き 事 件 と し て 定 め る 条 例 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 議 決 を 経 る 必
要 が あ る 。

イ 計 画 の 概 要
(趣 旨 ）

こ の 計 画 は 「 女 性 活 躍 推 進 法 」 に 基 づ く 「 推 進 計 画 」 と 一 体 的 に 策 定 し ，「 男 女 共 同 参 画 立 県
と く し ま 」 の 実 現 に 向 け ， 今 後 講 ず る べ き 施 策 等 を 示 し た 新 た な 指 針 と な る も の で あ る 。

(内 容 ）
「 多 様 な 生 き 方 ・ 働 き 方 を 実 現 で き る 豊 か で 活 力 の あ る 社 会 の 創 造 」 を 基 本 目 標 と し ， ３ つ

の 「 基 本 方 針 」 と ９ つ の 「 主 要 課 題 」 を 掲 げ ， う ち 「 主 要 課 題 １ 及 び ２ 」 を 「 女 性 活 躍 推 進 法 」
に 基 づ く 「 推 進 計 画 」 と し て 位 置 づ け て い る 。

（ 計 画 期 間 ）
平 成 ２ ８ 年 度 か ら 平 成 ３ ０ 年 度 ま で の ３ 年 間 と す る 。

ウ と も に 輝 く 「 新 未 来 と く し ま 」 創 造 プ ラ ン ～ 徳 島 県 男 女 共 同 参 画 基 本 計 画 （ 第 ３ 次 ） ～ (案 ）
別 冊 の と お り

( 2 ) 徳 島 県 男 女 共 同 参 画 基 本 計 画 （ 第 ２ 次 ） の 廃 止 に つ い て （ 男 女 参 画 ・ 人 権 課 ）

ア 提 案 理 由
徳 島 県 男 女 共 同 参 画 基 本 計 画 （ 第 ２ 次 ） を 廃 止 す る こ と に つ い て ， 徳 島 県 行 政 に 係 る 基 本 計

画 の 策 定 等 を 議 会 の 議 決 す べ き 事 件 と し て 定 め る 条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 議 決 を 経 る 必
要 が あ る 。

イ 廃 止 の 趣 旨
こ の 計 画 の 計 画 期 間 を 前 倒 し て ，「 女 性 活 躍 推 進 法 」 に 基 づ く 「 推 進 計 画 」 と 徳 島 県 男 女 共 同

参 画 基 本 計 画 （ 第 ３ 次 ） を 一 体 的 に 策 定 す る こ と に 伴 い ， 廃 止 す る も の で あ る 。

－１－


